
南部箕蚊屋広域連合告示第２号

令和３年第１回南部箕蚊屋広域連合議会臨時会を次のとおり招集する。

令和３年１月７日

南部箕蚊屋広域連合長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 令和３年１月20日（水） 午前９時30分

２．場 所 南部町役場 法勝寺庁舎 議場

３．付議事件

１．鳥取県町村総合事務組合規約の変更について

○開会日に応招した議員

荊 尾 芳 之 松 田 悦 郎

杉 本 大 介 景 山 浩

乾 裕 幸 本 元

細 田 栄 真 壁 容 子

細 田 元 教 井 藤 稔

○応招しなかった議員

な し
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令和３年 第１回南部箕蚊屋広域連合議会臨時会会議録（第１日）

令和３年１月20日（水曜日）

議事日程

令和３年１月20日 午前９時30分開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 議案第１号 鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 議案第１号 鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議について

出席議員（10名）

１番 荊 尾 芳 之 ２番 松 田 悦 郎

３番 杉 本 大 介 ４番 景 山 浩

５番 乾 裕 ６番 幸 本 元

７番 細 田 栄 ８番 真 壁 容 子

９番 細 田 元 教 10番 井 藤 稔

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

職務のため出席した者の職氏名

書記長 藤 原 宰 書記 三 宅 祐 志
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書記 田 中 遥 香

説明のため出席した者の職氏名

広域連合長 陶 山 清 孝 事務局長 中 原 孝 訓

午前９時３０分開会

○議長（井藤 稔君） ただいまの出席議員数は１０名です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、令和３年第１回南部箕蚊屋広域連合議会臨時会を開会いたしま

す。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（井藤 稔君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

３番、杉本大介議員、４番、景山浩議員の２名を指名いたします。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（井藤 稔君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りします。今期臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（井藤 稔君） 異議なしと認めます。よって、会期は、１日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（井藤 稔君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

・ ・

日程第４ 議案第１号

○議長（井藤 稔君） 日程第４、議案第１号、鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協

議についてを議題といたします。
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連合長から提案理由の説明を求めます。

陶山連合長。

○広域連合長（陶山 清孝君） 連合長でございます。議案第１号について、御説明を申し上げま

す。

鳥取県町村総合事務組合規約の変更について。本案は、南部箕蚊屋広域連合が構成団体として

加入しております鳥取県町村総合事務組合の規約を変更することについて、地方自治法第２９０

条の規定により本議会の議決を求めるものでございます。

内容は、鳥取県町村総合事務組合が共同処理する事務として組合組織法第２５条の規定に基づ

く非常勤消防団員に対する退職報償金の支給事務及び消防団員に対する賞じゅつ金の支給事務を

加えるものでございます。

なお、施行期日は令和３年４月１日でございます。御審議をよろしくお願いいたします。

○議長（井藤 稔君） 以上で提案理由の説明を終わります。

続きまして質疑を行います。質疑はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（井藤 稔君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。

これから討論を行います。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（井藤 稔君） 討論がないようですので、これをもって討論を終結いたします。

これより議案第１号、鳥取県町村総合事務組合規約の変更に関する協議についてを採決いたし

ます。

議案第１号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（井藤 稔君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。

・ ・

○議長（井藤 稔君） 以上をもちまして今期臨時会の会議に付議された事件は全て議了いたし

ました。

よって、第１回南部箕蚊屋広域連合議会臨時会を閉会したいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（井藤 稔君） 異議なしと認めます。
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これをもちまして令和３年第１回南部箕蚊屋広域連合議会臨時会を閉会いたします。お疲れさ

までした。

午前９時３４分閉会
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